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船舶事故調査報告書 

 

                             平成３０年９月１２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 平成３０年３月１３日 ０６時４５分ごろ 

発生場所 フィリピン共和国東方沖 

 （概位 北緯１６°０９.２′ 東経１３５°４７.１′） 

事故の概要  漁船第三十六新生
しんせい

丸は、操業中、機関長が落水して溺死した。 

事故調査の経過  平成３０年３月１５日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第三十六新生丸、１４３トン 

 １２６３２９、有限会社松下新生丸漁業 

 ４０.３６ｍ×６.００ｍ×２.８０ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、７３５kＷ、昭和５８年１月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６２歳 

 四級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和５４年２月２日 

  免 状 交 付 年 月 日  平成２７年１月１６日 

  免状有効期間満了日 平成３２年３月１日 

機関長 男性 ６３歳 

 五級海技士（機関）（機関限定）（旧就業範囲） 

  免 許 年 月 日 昭和５５年８月１４日 

  免 状 交 付 年 月 日  平成２７年１月２１日 

  免状有効期間満了日 平成３２年１月２０日 

司厨長 男性 ５８歳 

 死傷者等 死亡 １人（機関長） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北東、風力 ３～４、視界 良好 

海象：波高 約２～３ｍ、水温 約２８℃ 

 事故の経過  本船は、船長、機関長及び司厨長ほか１３人（日本国籍９人、イン

ドネシア共和国籍４人）が乗り組み、平成３０年３月６日１０時３０

分ごろ、かつお一本釣り漁を行う目的で、フィリピン共和国東方沖の

漁場に向けて長崎県西海
さいかい

市面高
おもだか

港を出港した。 

 本船は、船長が、１３日０６時０５分ごろ船橋上方の見張り台で操
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船を行って魚群探索を開始した後、０６時３０分ごろ魚群を見付けて

餌を投入したものの、魚群が離れて釣果が得られなかった。 

 船長は、魚群を追い掛けた後、主機を中立運転とし、再度餌を投入

したものの、２回目も魚群が離れたので、魚群を追い掛けようとして

前進行きあしの状態から主機を微速力前進とした。 

 司厨長は、機関長及び甲板員１人（以下「甲板員Ａ」という。）と

共に‘船尾ブルワークの外側に設けられた釣り台’（以下「船尾釣り

台」という。）の左舷側で一本釣りをする目的でブルワークに腰を掛

けていたところ、船長から船内マイクで魚群が離れた旨の連絡を聞

き、本船が移動し始めたので、ブルワークの内側に入ることとした。 

 司厨長は、機関長及び甲板員Ａと共に立ち上がり、自身がブルワー

クの内側に入った後、ふと船尾方を振り向いたところ、０６時４５分

ごろ機関長が前のめりの体勢で落水したところを目撃した。 

 船長は、司厨長から機関長が落水した旨の報告を受け、本船を反転

させてうつ伏せ状態の機関長に接近した後、乗組員に機関長の救助を

指示した。 

 機関長は、落水してから約１５分後に乗組員により船内に引き上げ

られ、救命措置が施されたものの意識が戻らず、１７日０７時ごろ本

船が高知県土佐清水市清水港に入港した後、病院に運ばれ、溺死と検

案された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 司厨長がブルワークの内側

に入る直前の３人の体勢（再現）、写真２ 司厨長が見た機関長の

落水した時の状況、写真３ 本船の船尾部 参照） 

 その他の事項  機関長は、本船での乗船経験が約１０年であった。 

 機関長、司厨長及び甲板員Ａは、ふだんから操業中は船尾釣り台の

左舷側で一本釣りを行っていた。 

 機関長は、本事故当日、１回目に魚群が離れた際には、司厨長及び

甲板員Ａと共に船尾釣り台からブルワークの内側に入っていた。 

 機関長が立っていた船尾釣り台付近の船縁
ふなべり

の高さは、約０.３ｍで

あった。 

 機関長は、本事故時、カッパ上下及びヘルメットを着用し、長靴を

履いていたが、作業用救命衣を着用していなかった。 

 機関長は、本事故当時、体調不良等を訴えていなかった。 

 司厨長及び甲板員Ａは、本船が魚群を追い掛けようとして移動し始

めた際、大きな船体動揺を感じなかった。 

 甲板員Ａは、船尾釣り台からブルワークの内側に入ったところ、司

厨長からの落ちたという叫び声を聞き、機関長が落水したことに気付

いた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 

不明 
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 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

なし 

なし 

 機関長は、溺死した。 

 本船は、フィリピン共和国東方沖において操業中、魚群を追い掛け

ようとして移動し始めた際、機関長が船尾釣り台の左舷側から落水し

たものと考えられる。 

 機関長は、作業用救命衣を着用していなかったことから、浮力を十

分に保持できずに溺死した可能性があると考えられる。 

 機関長は、ブルワークの内側に入ろうとして立ち上がった際、体勢

を崩したものと考えられるが、その状況を明らかにすることはできな

かった。 

原因  本事故は、本船が、フィリピン共和国東方沖において操業中、魚群

を追い掛けようとして移動し始めた際、作業用救命衣を着用していな

かった機関長が船尾釣り台の左舷側から落水して溺水したことにより

発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・漁場を移動する際は、漁場を移動する旨の声掛けを行い、釣り台

に居る乗組員に対してブルワークの内側に入るように指示するな

どの注意喚起を行うこと。 

 ・操業中は作業用救命衣を着用すること。 
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事故発生場所 

（平成３０年３月１３日 

 ０６時４５分ごろ発生） 

付図１ 事故発生場所概略図 
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写真１ 司厨長がブルワークの内側に入る直前の３人の体勢（再現） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 司厨長が見た機関長の落水した時の状況 
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写真３ 本船の船尾部 
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